
露店出店許可申請書（本⼈⾃筆で記⼊の事） 

下記のとおり出店したいので申請します。 

イベント名 天津神社春季⼤祭 

出店期間 R8.4.10 

販売品⽬  

出店⼝数 1 ⼝・2 ⼝・3 ⼝ 

申請者（出店者）及び従業員は、天津神社春季⼤祭に露店を出店するにあたり、別途提出した表明・確約書を遵
守します。 

申請年⽉⽇ R8 年  ⽉  ⽇ 

出店申請者（本⼈⾃筆で記⼊の事） 

⾝分証明書 
（顔写真付き） 

写し 添付欄 

ふりがな  

⽒ 名  

住 所  

電話番号  
⽣年⽉⽇    年  ⽉  ⽇⽣ 

 
従業員（本⼈⾃筆で記⼊の事） 

⾝分証明書 
（顔写真付き） 

写し 添付欄 

ふりがな  

⽒ 名  

住 所  

電話番号  
⽣年⽉⽇    年  ⽉  ⽇⽣ 

 
従業員（本⼈⾃筆で記⼊の事） 

⾝分証明書 
（顔写真付き） 

写し 添付欄 

ふりがな  

⽒ 名  

住 所  

電話番号  
⽣年⽉⽇    年  ⽉  ⽇⽣ 

※ 従業員（使⽤⼈）がいる場合、従業員欄を記⼊の上、全員分の⾝分証明書（顔写真付き）の写しを添付してください。  



表 明 ・ 確 約 書（本⼈⾃筆で記⼊の事） 

 私は、天津神社春季⼤祭に出店するにあたり、新潟県暴⼒団排除条例及び⽷⿂川市暴⼒団排除条例
の趣旨に基づき、下記の事項について、現在及び将来にわたって表明・確約します。 

各項⽬に確約・表明したら、各項⽬の□にチェック「☑」してください。 

□ 1 私は、下記のいずれにも該当する者ではありません。（虚偽の申告をすれば、詐欺罪等の刑罰法令に触れ
る⾏為として処罰される可能性があることも理解します。） 

(1) 暴⼒団員 
(2) 暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有する者（以下「密接交際者」という。） 
(3) 暴⼒団員⼜は密接交際者が関与している反社会的な団体・グループ等に加⼊している者 
(4) 上記(1)から(3)のいずれかに該当する者（以下「暴⼒団員等」という。）が、実質的に経営を⽀配
している⼜は経営に関与している露店の出店を申請する者 
(5) 暴⼒団員等が、実質的に経営を⽀配している⼜は経営に関与している露店に従事する者 
(6) 暴⼒団員と同⼀⽣計と認められる者 
(7) 暴⼒団員等であると知りながら、これを使⽤若しくは雇⽤し、⼜は利⽤する者 

□ 2 暴⼒団員等⼜は暴⼒団員等が指名した者に、挨拶料、みかじめ料、場所代（ショバ代）等の名⽬のいかん
を問わず⾦品等を供与しません。 

□ 3 暴⼒団員等⼜は暴⼒団員等が指名した者を、出店場所に⽴ち⼊らせないほか、送迎、⾷材等の備調達、道
具の運搬、露店の設営等、⼀切の業務に関与させません。 

□ 4 露店は、主催者が指定する場所に出店します。 
□ 5 露店出店に関し、名義貸し、虚偽の記載、出店許可証の転貸借その他不正な⾏為はしません。 
□ 6 露店出店期間中、主催関係者からの⾝分証の提出、呈⽰要求に従い、許可を受けていない者を業務に従事

させません。 
□ 7 露店出店に関し、主催関係者の指⽰に従い、以下のいずれの⾏為も⾏いません。 

(1) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
(2) 詐術や脅迫的な⾔動を伴う⾏為 
(3) 各種法令に抵触する⾏為 
(4) 他の者の業務の妨害、⼜は妨害をするおそれのある⾏為 
(5) 主催関係者、来場者若しくは地域住⺠等に対して迷惑をかけ、⼜は不安を与えるような⾏為 

□ 8 この表明・確約の事実に反した場合は、出店を取り消されることに同意し、その場合は、露店を撤去する
とともに、出店の取り消しに伴う損害賠償は要求しません。 

□ 9 暴⼒団員等の該当性を調査するため、本書のほか、露店出店許可申請書、⾝分証確認書を警察に提出する
ことに同意します。 

※ すべての□にチェック「☑」ができた場合のみ、「⽇付、⽒名、⽣年⽉⽇」を直筆で記⼊し、出店申請して
ください。 

（⾃筆記⼊の事） 

令和   年   ⽉   ⽇  出店申請者 ⽒名                       

                ⽣年⽉⽇（和暦）     年   ⽉   ⽇⽣ 
  



新潟県⽷⿂川保健所 

◆ 露店にて⾷品提供を⾏う場合は、新潟県の⾷品⾏商許可もしくは市場等定置⾷品営業許可が必要
となります。（他県で発⾏された許可証は、新潟県内では無効です。） 

◆ ⾏商受付を円滑に⾏うため、下部に許可証のコピーを貼付し、「天津神社春季⼤祭露店出店許可
願」と⼀緒に郵送してください。 

≪注意事項≫ 

・出店当⽇は、⾷品⾏商許可証もしくは市場等定置⾷品営業許可書の原本を必ず携帯してください。 
・許可を確認できない場合には、許可の取り直しが必要になる場合があります。 

⾷品⾏商許可証もしくは市場等定置⾷品営業許可書（写し） 貼付欄 

 

◆ 許可をお持ちでない⽅は、祭り前⽇（露店地割りの際）に、天津神社社務所にて市場等定置⾷品
営業許可申請を受け付けますので、⼿続きをしてください。 

 ※ ⼿数料が 2,000 円必要です。 


